
普通預金（無利息型普通預金）　説明書

1．商 品 名

(愛　称)
普 通 預 金 無利息型普通預金

2．販売対象 ・法人、個人

3．期　　間 ・特に期間の定めはありません。

4．預　入(受入)

(1)預入(受入)方法

(2)預入金額

(3)預入単位

・随時預け入れできます。

・1円以上

・1円単位

5.払戻(支払)方法 ・随時払戻しできます。

6．利　　息

(1)適用金利

（利率表示場所）

(2)利払方法

（頻度）

(3)計算方法

(4)課税方式

・毎日の店頭表示金利を適用する変動金

利となります。

・適用金利は毎日見直しされます。

・年 2 回(2 月、8 月)の当金庫所定の日に

元金に組入れます。

・1年を 365 日とする日割計算

毎日の最終残高 1,000 円以上について、

付利単位を 100 円として利息を計算し

ます。

・法人の場合は、法人課税

・個人の場合は、分離課税（税率 20％）

※適用金利については「窓口」でお問い

　合わせください。

・利息はつきません

7.手 数 料 ―――――

8.付加できる特約

事項

・個人のものは「総合口座」の取扱いがで

きます。（ただし未成年の方はご利用い

ただけません。）

・個人のものはマル優の取扱いができま

す。

・個人のものは「総合口座」の取扱いがで

きます。（ただし未成年の方はご利用い

ただけません。）

9.中途解約の取扱

い
―――――

10.苦情処理措置

　 紛争解決措置

預金商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店またはお客様相談室（9時～17 時、電話：
06－6412－5576）にお申し出ください。

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等で紛争の解決
を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは当金庫営業日に、上記お客
様相談室または全国しんきん相談所（9時～17 時、電話：03－3517－5825）にお申し
出ください。



11.その他参考とな

るべき事項
・公共料金等の自動支払および給与、年金

等の自動受取もできます。

・預金保険制度の付保対象預金です。

※決済用預金(注)以外の預金保険制度の

　付保対象預金等は、1金融機関 1人当た

　り、合算して元本 1,000万円までとそ

　の利息等が保護されます。(当金庫に複

　数の口座がある場合には、それらの預

　金元本を合計して 1,000万円までとそ

　の利息等が保護されます。)

  (注)決済用預金とは、｢無利息、要求払

     い、決済サービスを提供できるこ

     と｣の 3条件を満たすものです。

・公共料金等の自動支払および給与、年

  金等の自動受取もできます。

・預金保険制度により全額保護の対象と

  なります。

・現行の普通預金からの変更の場合、口

  座番号の変更は致しませんので、現在

  ご使用されている通帳やＣＤカードは

  そのままご使用いただけます。

・新規開設および現行の普通預金から変

  更の取扱いの際にお届けいただく｢普

  通預金(無利息型)取扱依頼書(兼定期性

  総合口座(普通預金無利息型)取扱依頼

  書)」には、印紙代 200円が必要となり

　ます。

・無利息型普通預金から利息のつく普通

  預金へ変更の場合、口座番号の変更は

  致しません。この場合は、現在ご使用

  されているＣＤカードはそのままご使

  用いただけますが、通帳は新しいもの

  に切替えさせていただきます。

・無利息型普通預金から利息のつく普通

  預金へ変更の取扱いの際にお届けいた

  だく｢無利息型から付利型への取扱変

更依頼書｣には、印紙代 200 円が必要と

なります。

（平成 22年 10月 1日現在）


